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西東京市では｢環境白書｣の作成をはじめ、以下のような環境への取組みを実施しています。 

 

１ 西東京市環境基本計画 
 

(1) 計画の概要 
 

環境基本計画は、長期的な環境の目標を定めて、市民、事業者、市が協働し、環境分野全般にわた

って取組みを進めていくために策定されたものです。そのため、今後、市が実施する施策だけでな

く、市民や事業者の役割も明確にしており、それぞれの取組むべき事項を示しています。 
 

■計画の役割 

○西東京市の目指す環境像を示すとともに、それを実現す

るための目標及び基本方針を示しています。 

○市民、事業者それぞれの行動についての指針と、連携に

関する取組みを示しています。 

 
■計画の位置づけ 

○西東京市環境基本条例に基づき策定するものです。 
○｢西東京市基本構想･基本計画｣の理念を、環境の視点か

ら実現するための基本的な計画として位置づけられ、他

の計画策定や事業の実施に際して、環境保全に係る施

策・事業の展開や環境保全上の配慮を求めるものです。

 
 
 

■計画の期間 
○計画期間は平成１６年度(２００４年度)から平成２５年

度(２０１３年度)までの１０年間を対象期間とします。

○具体性、実効性をともなう計画とするために、５年後を

目途に、環境をめぐる社会経済事情の変動や環境保全技

術の革新、環境保全施策の進捗状況などを検証し、中間

見直しを行います。 
 
■計画の主体・各主体の役割 

○計画の主体は、地域の構成員（地域住民、市民団体、民

間企業・団体、教育機関、行政・公共機関等々）全てと

します。 

○西東京市環境基本条例には、各主体（市民・事業者・市）

の役割を示していますので、計画にもその役割に沿った

取組みの方向性を示しています。 

■基本的な方針 
○環境保全にあたっての、西東京市の基本的な方針を示しています。 

基本方針１：良好な生活環境を確保して、健康で心豊かに過ごす 

①環境汚染の防止 ②道路環境・交通マネジメント ③都市景観・都市環境の保全 

基本方針２：都市の緑をみんなで支え、自然と共存して生きる 

①みどりの保全・育成②水辺環境の保全③自然とのふれあいの確保④歴史的・文化的環境資源の確保 

基本方針３：生活と産業のあり方を見直し、地域に適した循環型社会を実現する 

①広域的な環境問題への対応 ②ごみ減量・循環型社会へ ③農と消費の一体化 

基本方針４：みんなの知恵と努力と参加によって良好な環境を確保して、これを将来の世代に引き継ぐ 

①環境情報の交流 ②環境学習の推進 ③環境保全活動への支援 ④パートナーシップの推進 

 
 

■重点プロジェクト 
○今後５年間を目途に市民・事業者・市が連携して優先的に行う取組みについて示しています。 
重点１：緑に囲まれて豊かにくらそう 

①身近なみどりの育成 ②東大農場保全の検討 
重点２：環境にやさしい取り組みを進めよう 

①省エネルギー意識の浸透 ②事業者の環境配慮 ③太陽エネルギー利用推進 
重点３：ごみ資源化を進め、ごみを減量させよう 

①再資源化・収集方法 ②ごみの減量 

重点４：｢身近で育てて食べられるみどり」をふやそう 

①地元農産物利用促進 ②生ごみ・剪定枝資源化利用 

重点５：環境保全活動を推進しよう 

①環境マップの作成 ②環境情報・活動拠点の設置 ③環境リーダーの育成 
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 (2) 環境基本計画での環境指標・数値目標について 

環境白書は、環境基本条例でも定めているように、年間の環境活動に対する報告書である

ことから、環境基本計画に基づいた環境の状態を表すものとして、「指標」や「数値目標」を

この白書でも活用していきます。 
環境基本計画上で示している具体的な指標・数値目標は以下のとおりです。なお、今後の

進行管理を行う中で、以下に示している環境指標以外についても進捗状況を図るために活用

していきます。 
 

環 境 指 標 
平成２５年度までの 

目標値等 
平成１６年度の 
取組状況 

大気環境基準の達成状況 
・二酸化窒素(ＮＯ2) 
・浮遊粒子状物質(ＳＰＭ) 
・光化学オキシダント 

達成率１００％ 光化学オキシダントが

未達成 

河川水質環境基準の達成状況 
・石神井川境橋(ＢＯＤ年平均濃度) 
・石神井川溜淵橋(ＢＯＤ年平均濃度) 

達成率１００％ 石神井川境橋が未達成

大気中ダイオキシン類環境基準の達成状況 達成率１００％ 達成率１００％ 

緑被率 現状の水準を維持 
(約３０％) 

３０．２％ 
(平成１１年度値) 

農地面積 １６０ｈａ １７７ｈａ 

樹林地面積 今後、目標値を設定 未設定 

１人１日あたりのごみ排出量(市収集分のみ) ６６３ｇ以下 ６８８ｇ 

リサイクル率(資源物量／家庭系総ごみ量) ３５％以上 ２０．４％ 

最終処分場搬入量 大幅な削減 前年度より 
１５．９％削減 

市内エネルギー使用量 
・電気 
・都市ガス 
・上水道 

現状より１０％削減 前年度より 
約６％削減 

公共施設での自然エネルギー利用状況 今後、目標値を設定 未設定 

市の事務事業による二酸化炭素排出量 ８，７８４ｔ－ＣＯ2 １０，６９９ｔ－ＣＯ２ 

西東京市環境リーダー数 １００人 未設定 

観察会等開催数 年間１０回以上 ９回 

※各指標及び目標値は西東京市環境基本計画に示されたものを抜粋 
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２ 環境マネジメントシステム(ＩＳＯ１４００１)推進事業 
 

(1) ＩＳＯとは → 組織の略称です 
 正式には国際標準化機構（International Organization for Standardization）といいま

す。ギリシャ語で「等しい」を意味する isos（アイソス）という単語から頭の３文字をとっ

て ISO(アイ・エス・オー)という略称を使用しています。本部はスイスのジュネーブにあり、

世界 150 か国以上が加盟する非政府の国際機関です。ISO では、工業製品等に関する国際

的な規格（標準）を定めており、私たちの身近な例としては、ネジやボルトのサイズ、キャ

ッシュカードの大きさ、カメラフィルムの感度などがあります。 

 

(2) ＩＳＯ１４００１とは → 国際的な環境に関する「仕組み」の規格です 
 ISOは、このような「もの」に関する国際的な規格を定めてきましたが、1980年代から

は、管理運営する（マネジメント）仕組み（システム）に関する規格づくりが活発化してい

ます。 

 その一例として、組織や企業が製品やサービスを提供する際に、良好な環境を保全・創出

し、環境への負荷を低減する「仕組み」に対する国際的な規格があり、これを ISO14001

（環境マネジメントシステム）といいます。 

 

(3) 環境マネジメントシステムとは → ＰＤＣＡによる管理運営を行うことです 
 ISO14001 規格は、あらゆる種類・規模の組織に適用でき、しかも様々な地理的、文化

的及び社会的条件に適用するような仕組みとなっています。その仕組みの基本をＰＤＣＡサ

イクルといいます。 

 Ｐ…Plan【計画】組織の事務事業を洗い出し、目的・目標を設定する。 

 Ｄ…Do【実施】目的・目標達成のために様々な取り組みを行い、記録として残す。 

 Ｃ…Check【点検】取り組みの結果を点検し、不都合な点があれば是正を行う。 

 Ａ…Action【見直し】新たな計画の設定に向け、システム全体を見直す。 

Ｐｌａｎ 
（計 画） 

継続的改善 

Ａｃｔｉｏｎ 
（見直し） 

Ｄｏ 
（実 施） 

Ｃｈｅｃｋ 
（点 検） 
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(4) 西東京市の取り組み 
 西東京市では、市庁舎及び市が行う事務事業によって生じる環境への負荷の低減と、良好

な環境の保全を目指し、環境マネジメントシステムを運用するとともに、職員に対し、

ISO14001に関する研修を行いました。 

 

■平成１６年度の取組み 

年 月 環境マネジメントシステム運用 実施した研修等 

平成１６年 

４月 
－ 基礎研修（新採用職員） 

５月 内部環境監査実施 － 

７月 

第１回推進本部開催（推進委員会合同） 

・市長による見直しについて 

・環境目的、目標、実行プログラムについて 

・要領、手順書について 

一般研修（管理職） 

一般研修（一般職員） 

８月 

第１回省エネルギー推進部会 

・座長の選出について 

・推進部会の位置づけについて 

・15年度のエネルギー等使用実績について 

審査前説明会（対象課等）

１０月 
外部審査機関の受審 

・定期審査 
－ 

１１月 

第２回省エネルギー推進部会 

・16年度上半期エネルギー等使用実績について

・定期審査指摘事項について 

－ 

平成１７年 

２月 

第３回省エネルギー推進部会 

・16年度第３四半期エネルギー等使用実績 

・年末年始の電源オフ実施について 

・田無・保谷庁舎の省エネ診断について 

－ 
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３ 西東京市地球温暖化対策実行計画 
 

(1) 今、何がおきているのか → それが地球温暖化です 
地球温暖化に伴う温室効果とは、太陽からのエネルギーで暖められた地球が放射する熱を、

大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスが吸収し、再び地表に戻すこと(再放射)をいいます。

これにより、地球の平均気温は１５℃前後と、生物が生き残るのに適した環境に保たれてき

ました。しかし、産業革命以降、化石燃料を大量に燃焼させるなど、人の活動に伴って排出

される量が急速に増えたため、近年は大気中の二酸化炭素濃度が上昇し続けています。 

平成１３年に公表された、気候変動に関する政府間パネル(ＩＰＣＣ)第 3次評価報告書に

よれば、２０世紀の１００年間に、世界の平均気温は約０．６度、平均海水面が１０～20

ｃｍそれぞれ上昇し、北半球の中高緯度では大雨の頻度が増加した可能性が高いことなど、

さまざまな気候の変化が観測されています。同報告書によれば、過去５０年間に観測された

温暖化の大部分は人の活動に伴う温室効果ガス濃度の増加が原因となつている可能性が高

いと結論づけています。 

平成１６年に、カナダ、米国、ロシアなど８か国の科学者が参加する北極協議会が取りま

とめた報告書によれば、アラスカ及び西カナダの冬季の気温が３～４℃上昇したこと、過去

３０年間で北極圏の積雪面積が約１０％、夏季の海氷面積が約１５～２０％減少したことが

示されました。 

 

(2) 地球温暖化とは → 地上の気温が上昇することです 
 人の活動により排出される二酸化炭素（ＣＯ2）などの温室効果ガスの濃度が高まることに

より、地球から宇宙空間へと逃げる熱が遮られるため、地上の気温が上昇する現象です。 

   日本では、熱帯夜の増加や冬日の減少など温暖化の進行が顕在化しており、身近な自然や

生態系の変化が見られます。また、温暖化により海面が１m 上昇すると日本全国の砂浜の約
９割が消失すると言われていることなどから、これらの自然環境への影響は、産業、エネル

ギー、国土保全、健康など、人間社会に対し影響を及ぼすことになります。 
 

    ■地球温暖化に伴うさまざまな影響の予測 
指 標 予測される影響 

平均気温 １９９０年から２１００年までに1.4℃～5.8℃上昇 

平均海面水位 １９９０年から２１００年までに９～８８cm上昇 

気象現象への影響 洪水や干ばつの増大 

人の健康への影響 熱中症患者等の増加、マラリア等の感染症の拡大 

生態系への影響 一部の動植物の絶滅、生態系の移動 

農業への影響 多くの地域で穀物生産量が減少。当面は増加地域も 

水資源への影響 水不足の地域の多くでさらに水資源の減少、水質への悪影響 

市場への影響 特に一次産物中心の開発途上国で大きな経済損失 

資料：ＩＰＣＣ『第 3次評価報告書』より環境省作成 

 

(3) 京都議定書とは → 温室効果ガス排出量低減の枠組みです 
 温室効果ガス排出量の低減に向けた国際的な枠組みとして、２００５（平成１７）年２月 
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１６日に京都議定書が発効しました。この議定書は、１９９７（平成９）年１２月に京都で

開催された第３回締結国会議（ＣＯＰ３）において採択され、細部についてはその後の締結

国会議において合意に至りました。 

 

  ■京都議定書の概要 
対 象 ガ ス 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等ガス(HFC・PFC・SF6)

吸 収 源 森林等の吸収源による二酸化炭素吸収量を算入 

基 準 年 １９９０年(代替フロン等のガスは1995年としてもよい) 

拘 束 期 間 ２００８年～２０１２年の5年間 

数 値 約 束 
先進国全体で少なくとも5％削減を目指す 

日本△6%、米国△7%、EU△8％等 

京都メカニズム 

国際的に協調して費用効果的に目標を達成するための仕組み 

・クリーン開発メカニズム(ＣＤＭ) 

先進国が、開発途上国で排出削減等のプロジェクトを実施し、その結果

の削減量・吸収量を排出枠として先進国が取得できる 

・共同実施(ＪＩ) 

先進国同士が、先進国内で排出削減等のプロジェクトを共同で実施し、

その結果の削減量・吸収量を排出枠として、当事者国の間で分配できる 

・排出量取引 

先進国同士が、排出枠の移転(取引)を行う 

締結国の義務 

全締結国の義務 

○排出・吸収目録の作成・報告・更新 

○緩和・適応措置を含む計画の策定・実施・公表など 

附属書Ⅰ国の義務 

○数値約束の達成 

○２００７年までに、排出・吸収量推計のための国内制度を整備 

○開発途上国の対策強化等を支援する適応基金への任意的資金拠出など 

資料：環境省 

 (4) 西東京市の温室効果ガス総排出量の削減目標 
 国は、京都議定書を受けて地球温暖化対策推進大綱を策定し、２０１０（平成２２）年ま

でに、産業部門、民生部門、運輸部門のそれぞれの取組みにより、温室効果ガスの排出量を

１９９０（平成２）年度比で６％削減することとしていますが、新大綱にある取り組みのう

ち、市の事務事業に関連のあるものとしては「エネルギー起源の二酸化炭素」及び「国民各

階層の更なる地球温暖化防止活動の推進」と考えられ、２０１０（平成２２）年度までに削

減すべき量は１９９０（平成２）年度対比２％であると考えられています。 

 

 市は、平成１６年度に「西東京市地球温暖化対策実行計画」を策定しました。この計画で

市としては、国の基準年（１９９０年度）の温室効果ガス排出量を算出することは困難なこ

とから、２００２（平成１４）年度を市の基準年とし温室効果ガス総排出量を調査・算定し

たため、この間の国レベルで増加した分の温室効果ガス総排出量も削減目標の対象とする必

要から、次のような排出量の目標値を算出しました。 

 

目標：２０１０（平成２２）年度の温室効果ガス総排出量 ８，７８４ｔ-ＣＯ２ 
 

【 ２００２（平成１４）年度対比で８．９２％[８６０ｔ-ＣＯ２]の削減 】 

 


